








  専門課程履修規程

(総則)

第1条

(授業の区分)

第２条

(授業単位)
第３条　授業は50分を1単位時間とし、2単位時間をもって1時限とする。

(授業の期間)

第４条

(授業の区分)
第５条　授業は、「平常授業」「集中授業」により行う。

　２

(履修)

第６条

(単位の修得)
第７条　授業科目単位の修得の認定は、試験によるものとする。

　３

（成績評価）

第８条　試験の成績評価は、次に掲げる基準により行うものとする。

　　　　　優　　：　　100点　　～80点以上

　　　　　良　　：　　80点未満～70点以上

　　　　　可　　：　　70点未満～60点以上

　　　　　不可　：　　60点未満

（進級）

第９条

３　四国職業能力開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校

履修とは、履修科目単位表に示す当該授業科目時間数の80％以上を出席した場合をい
う。

　　２　優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。

              ただし、他の方法(臨時試験、論文、報告書など)をもって試験に代えることがある。

        ２　単位の修得の認定は、当該授業科目時間数の80％以上の出席をした者に行う。

    ４　試験は試験受験要項の定めるところによる。

この規程は、四国職業能力開発大学校校則(以下「校則」という｡)　に定めるもののほ
か、授業科目の履修に関する事項を定めるものとする。

授業科目の区分は、一般教育科目､系基礎学科目、専攻学科目及び系基礎実技科目、専
攻実技科目とし、学科目と実技科目は標準科目とそれ以外の科目に分かれる。

　授業の期間はⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ期の8区分とし、Ⅰ期からⅣ期は1年
次、Ⅴ期からⅧ期は２年次とする。

1年次における履修科目単位表に示す授業科目（一般教育科目、系基礎学科目、専攻学
科目、系基礎実技科目、専攻実技科目）の内、未修得単位の合計が16単位未満である
とき進級を認める。

「集中授業」は、実技科目を中心に連続して行う授業で、原則として、Ⅰ、Ⅴ期及び
Ⅲ、Ⅶ期の終了前2週間にわたり実施する。

やむを得ない理由により試験を受けることができなかった者は、別に追試験を行うこ
とがある。

　　２　履修科目は当該年度の履修科目単位表に定めるところによる。

　　２　授業科目に対する単位は、18単位時間をもって1単位とする。

    ５　校則第24条に基づく他大学等の授業科目の履修方法と認定については、別に定める。
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５. シ ラ バ ス

(1) 一 般 教 育 科 目







































(2) 系 基 礎 学 科



















































(3) 系 基 礎 実 技











































(4) 専 攻 学 科



















































(5) 専 攻 実 技
































































